


























（別紙１）  

多面的機能支払交付金に係る推進事業  
 

 

多面交付金に係る推進事業の内容は、以下のとおりとする。  
 

第１ 都道府県推進事業  

都道府県推進事業は、以下の１から６までとする。なお、２の(1)、(4)

及び(5)、５並びに６に掲げる事業については、多面交付金実施要綱第３

の２の(1)に定める基本方針（以下「要綱基本方針」という。）において、

都道府県推進事業として定めた事業に限る。  

１ 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律（平成 26 年法律第 78

号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく基本方針の策定  

２ 推進・指導  

(1) 説明会の開催  

毎年度、多面交付金実施要綱第３の２の(2)に定める広域活動組織及び

活動組織（以下「多面交付対象組織」という。）の代表者等を対象とし

た説明会を開催し、当該年度の多面交付金の実施に必要な事項について、

周知徹底を図る。  

(2) 長寿命化整備計画に関する協議  

市町村長から都道府県知事に提出された、多面交付対象組織の作成す

る長寿命化整備計画について、市町村長と協議する。  

(3) 交付手続  

市町村長から都道府県知事に提出された申請書等の審査を行い、適当

と判断した場合には、市町村長に対し、多面交付金の交付額等の通知及

び多面交付金の交付を行う。  

(4) 活動に関する指導、助言  

多面交付対象組織に対し、適宜指導を行い、法第７条第１項の規定に

基づく事業計画（以下「事業計画」という。）に位置付けられた活動の

適切な実施を図る。  

(5) 推進に関する手引きの作成  

多面交付金の普及・推進を図るため、地域の実情に応じた手引きを作

成し、多面交付金による取組の意義等について普及啓発に努める。  

３ 第三者機関の設置・運営  

(1) 多面交付金の毎年度の実行状況の点検、多面交付金による取組の評価

等を行うため、第三者機関として、第三者委員会を設置する。  

(2) 多面交付金の実施期間において、第三者委員会が多面交付対象組織の



取組を評価し、必要に応じて、多面交付対象組織に対し、指導・助言を

行うよう運営する。  

４ 要綱基本方針の作成  

５ 多面交付対象組織を支援する組織への支援  

多面交付対象組織の事務手続の支援、活動内容を高度化するための技術

支援等を行う組織の特定非営利法人化に対して、農産局長及び農村振興局

長が別に定めるところにより支援を行う。  

６ その他多面交付金の実施に必要な事項  
 

第２ 市町村推進事業  

市町村推進事業は、以下の１から６までとする。なお、２の(1)、(2)、

(5)及び(6)、３の(1)、４の(1)、５並びに６に掲げる事業については、要

綱基本方針において、市町村推進事業として定めた事業に限る。  

１ 法第６条第１項の規定に基づく促進計画の策定  

２ 推進・指導  

(1) 説明会の開催  

毎年度、多面交付対象組織の代表者等を対象とした説明会を開催し、

当該年度の多面交付金の実施に必要な事項について、周知徹底を図る。  

(2) 事業計画作成・変更に関する指導  

農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮が効果的になされるよう、

多面交付対象組織に対し、事業計画の作成及び変更に関する指導を行う。 

(3) 事業計画審査・認定  

多面交付対象組織の作成する事業計画を審査し、事業計画を認定する。 

(4) 交付手続  

多面交付対象組織の長から市町村長に提出された申請書等の審査を行

い、適当と判断した場合には、多面交付対象組織の長に対し、多面交付

金の交付額等の通知及び多面交付金の交付を行う。  

(5) 活動に関する指導・助言  

多面交付対象組織に対し、適宜指導を行い、事業計画に位置付けられ

た活動の適切な実施を図る。  

(6) 推進に関する手引きの作成  

多面交付金の普及・推進を図るため、地域の実情に応じた手引きを作

成し、多面交付金による取組の意義等について普及啓発に努める。  

３ 広域協定の認定  

(1) 多面交付金実施要綱別紙５の第５に定める広域活動組織の作成する広

域協定を審査するとともに、審査を行うに当たり、広域活動組織に対し

指導を行う。  



(2) (1)の審査結果を確認し、広域協定を認定する。  

４ 実施状況の確認  

(1) 多面交付金の支払の適否を判断するため、毎年度、多面交付対象組織

の活動の実施状況を確認する。  

(2) 実施状況の確認は多面交付金実施要綱のとおり行う。  

５ 多面交付対象組織を支援する組織への支援  

多面交付対象組織の事務手続の支援、活動内容を高度化するための技術

支援等を行う組織の特定非営利法人化に対して、農産局長及び農村振興局

長が別に定めるところにより支援を行う。  

６ その他多面交付金の実施に必要な事項  
 

第３ 推進組織推進事業  

推進組織推進事業は、以下の１から５までとする。ただし、要綱基本方

針において、推進組織推進事業として定めた事業に限る。  

１ 推進・指導  

(1) 説明会の開催  

毎年度、多面交付対象組織の代表者等を対象とした説明会を開催し、

当該年度の多面交付金の実施に必要な事項について、周知徹底を図る。  

(2) 事業計画の審査補助及び指導  

市町村による事業計画の審査を補助し、また、多面交付対象組織に対

し適宜指導を行い、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮に資す

る効果的な事業計画の作成及び変更を図る。  

(3) 広域協定の審査補助及び指導  

市町村による広域協定の審査を補助し、また、多面交付対象組織に対

し適宜指導を行い、効果的な広域協定の作成及び変更を図る。  

(4) 活動に関する指導・助言  

多面交付対象組織の活動に関する指導及び助言を行う。  

(5) 推進に関する手引きの作成  

多面交付金の普及・推進を図るため、地域の実情に応じた手引きを作

成し、多面交付金による取組の意義等について普及啓発に努める。  

２ 申請書等の審査  

(1) 市町村長に対し活動組織の長から提出された申請書等の審査補助を行

う。  

(2) 都道府県知事に対し市町村長から提出された申請書等の審査補助を行

う。  

３ 実施状況確認  

  (1) 多面交付金の支払の適否を判断するため、毎年度、多面交付対象組織



の活動の実施状況を確認する。  

   (2) 実施状況の確認は多面交付金実施要綱のとおり行う。  

４ 多面交付対象組織を支援する組織への支援  

多面交付対象組織の事務手続の支援、活動内容を高度化するための技術

支援等を行う組織の特定非営利法人化に対して、農産局長及び農村振興局

長が別に定めるところにより支援を行う。  

５ その他多面交付金の実施に必要な事項  



（別紙２）  

中山間地域等直接支払交付金に係る推進事業  
 

 

中山間交付金に係る推進事業の内容は、以下のとおりとする。 
 

第１ 都道府県推進事業  

都道府県推進事業は、以下の１から４までとする。  

１ 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律（平成 26 年法律第 78

号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく基本方針の策定  

２ 推進・指導  

(1) 説明会の開催  

毎年度、市町村担当者等を対象とした説明会を開催し、当該年度の中

山間交付金の実施に必要な事項について、周知徹底を図る。  

(2) 交付手続  

ア 法第６条第１項の規定に基づく促進計画（以下「促進計画」という。）

の策定指導及び審査  

(ｱ) 市町村が促進計画を策定する際に農業関係機関等と協力し、市町

村に対し指導を行う。  

(ｲ) 市町村長から都道府県知事に提出された申請書等の審査を行い、

適当と判断した場合には、市町村長に対し中山間交付金の交付額等

の通知及び中山間交付金の交付を行う。  

イ 所要額調書の作成  

中山間地域等直接支払交付金実施要領（平成 12 年４月１日付け 12 構

改 B 第 38 号農林水産事務次官依命通知。以下「中山間交付金実施要領」

という。）の運用第 14 の２の規定に基づく所要額調書を地方農政局長等

宛てに提出する。  

(3) 推進に関する手引きの作成  

中山間交付金の普及・推進を図るため、地域の実情に応じた手引きを

作成し、中山間交付金による取組及び中山間交付金実施要領第６の２に

定める集落協定並びに個別協定の締結の意義等について、啓発普及に努

める。  

３ 第三者機関の設置・運営  

(1) 中山間交付金の毎年度の実行状況の点検、中山間交付金による取組の

評価等を行うため、第三者機関として、第三者委員会を設置する。  

(2) 国の第三者機関に提出するデータに基づく特認基準（中山間交付金実

施要領第４の２の(6)の規定に基づく特認基準をいう。）の妥当性につ



いて、審査検討する。  

(3) 中山間交付金実施要領第 13の３の規定に基づく中間年評価及び最終評

価において、集落協定で規定した農業生産活動等として取り組むべき事

項、集落マスタープランに定めた取り組むべき事項等の達成状況及び自

律的かつ継続的な農業生産活動等の取組の進捗状況等について評価を

行う。  

(4) その他、都道府県知事が第三者委員会での検討が必要であると判断し

た事項について検討する。  

４ その他中山間交付金の実施に必要な事項  
 

第２ 市町村推進事業  

市町村推進事業は、以下の１から６までとする。  

１ 促進計画の策定  

２ 推進・指導  

(1) 説明会の開催  

毎年度、対象農用地を有する集落の農業者等を対象とした説明会を開

催し、当該年度の中山間交付金の実施に必要な事項について、周知徹底

を図る。  

(2) 事業計画作成・変更に関する指導  

ア 事業計画及び集落協定の作成指導  

集落座談会を開催する等により、生産性や収益の向上による所得の

増加、担い手の定着等に関する目標等について、促進計画に基づき、

法第７条第１項の規定に基づく事業計画（以下「事業計画」という。）

及び集落協定の作成、締結が円滑に行われるよう、集落を指導する。  

イ 事業計画及び個別協定の作成指導  

認定農業者、これに準ずる者として市町村長が認定した者、地方公

共団体が出資する法人、農業協同組合、生産組織等が行う農業生産活

動等について、促進計画に基づき事業計画及び個別協定の作成、締結

が円滑に行われるよう、当該認定農業者等を指導する。  

(3) 交付手続  

農業者等から市町村長に提出された申請書等の審査を行い、適当と判

断した場合には、事業計画及び集落協定又は個別協定を認定するととも

に、農業者等に対し、中山間交付金の交付額等の通知及び中山間交付金

の交付を行う。  

(4) 活動に関する指導・助言  

対象農用地を有する集落の農業者等に対し、適宜指導を行い、事業計

画に位置付けられた活動の適切な実施を図る。  



３ 実施状況の確認  

(1) 中山間交付金の支払の適否を判断するため、毎年度、中山間交付金に

よる活動の実施状況を確認する。  

(2) 実施状況の確認は中山間交付金実施要領のとおり行う。  

４ 支払調書の作成  

中山間交付金実施要領の運用第 14 の３に基づく支払調書を作成する。  

５ 基準検討会の実施  

集落の代表者、農業協同組合、土地改良区、農業改良普及センター、市

町村等で構成する基準検討会を開催し、中山間交付金実施要領の運用第５

に掲げる事項について検討する。  

６ その他中山間交付金の実施に必要な事項  
 

第３ 推進組織推進事業  

推進組織推進事業は、以下の１から３までとする。  

１ 推進・指導  

中山間交付金による取組の推進に向けて、都道府県が必要と認めた場合

は、農業者、関係者等に対する助言・指導を行う。  

２ 確認事務  

   (1) 毎年度、都道府県が必要と認めた場合は、中山間交付金による取組の

実施状況について確認を行う。  

(2) 実施状況の確認は中山間交付金実施要領のとおり行う。  

３ その他中山間交付金の実施に必要な事項  
 

 



（別紙３）  

環境保全型農業直接支払交付金に係る推進事業  
 

 

  環境交付金に係る推進事業の内容は、以下のとおりとする。  
 

第１ 都道府県推進事業  

都道府県推進事業は、以下の１から５までとする。  

１ 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律（平成 26 年法律第 78

号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく基本方針の策定  

２ 推進・指導  

(1) 説明会の開催  

毎年度、農業者、関係者等を対象とした説明会を開催し、当該年度の

環境交付金の実施に必要な事項について、周知徹底を図る。  

(2) 交付手続  

市町村長から都道府県知事に提出された申請書等の審査を行い、適当

と判断した場合には、市町村長に対し、環境交付金の交付額等の通知及

び環境交付金の交付を行う。  

(3) 活動に対する指導、助言  

法第３条第３項第３号の事業を実施する農業者団体等（以下「農業者

団体等」という。）に対し、適宜指導を行い、法第７条第１項の規定に

基づく事業計画に位置付けられた活動の適切な実施を図る。また、農業

者団体等が推進活動を行う際に、都道府県が認めるアドバイザーを講師

等として派遣することができるものとする。  

３ 第三者機関の設置・運営  

(1) 環境交付金の毎年度の実行状況の点検、環境交付金による取組の評価

等を行うため、第三者機関として、第三者委員会を設置する。  

(2) 環境交付金の実施期間において、第三者委員会が農業者団体等の取組

を評価し、必要に応じて、農業者団体等に対し、指導・助言を行うよう

運営する。  

４ 抽出検査等  

都道府県は、毎年度、環境交付金の交付対象となる取組の実施内容等に

ついて、抽出による検査及び必要に応じた技術的な観点からの確認を行

う。  

５ その他環境交付金の実施に必要な事項  
 

第２ 市町村推進事業  



市町村推進事業は、以下の１から４までとする。  

１ 法第６条第１項の規定に基づく促進計画の策定  

２ 推進・指導  

(1) 説明会の開催  

毎年度、農業者団体等を対象とした説明会を開催し、当該年度の環境

交付金の実施に必要な事項について、周知徹底を図る。  

(2) 事業計画作成・変更に関する指導  

農業の有する多面的機能の維持・発揮が効果的になされるよう、農業

者団体等に対し、事業計画の作成及び変更に関する指導を行う。  

(3) 事業計画審査・認定  

農業者団体等の作成する事業計画を審査し、事業計画を認定する。  

(4) 交付手続  

農業者団体等から市町村長に提出された申請書等の審査を行い、適当

と判断した場合には、農業者団体等に対し、環境交付金の交付額等の通

知及び環境交付金の交付を行う。  

(5) 活動に対する指導、助言  

農業者団体等に対し、適宜指導を行い、事業計画に位置付けられた活

動等の適切な実施を図る。また、農業者団体等が推進活動を行う際に、

市町村が認めるアドバイザーを講師等として派遣することができるもの

とする。  

３ 実施状況の確認  

(1)環境交付金の支払の適否を判断するため、毎年度、環境交付金による

活動の実施状況を確認する。  

(2)実施状況の確認は環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱（令和４

年４月１日付け３農産第 3817 号農林水産事務次官依命通知。以下「環境

交付金交付等要綱」という。）のとおり行う。  

４ その他環境交付金の実施に必要な事項  
 

第３ 推進組織推進事業  

推進組織推進事業は、以下の１から３までとする。  

１ 推進・指導  

環境交付金による取組の推進に向けて、都道府県が必要と認めた場合は、

農業者、関係者等に対する助言・指導を行う。  

２ 確認事務  

(1)環境交付金の支払の適否を判断するため、毎年度、環境交付金による 

     活動の実施状況を確認する。  

(2)実施状況の確認は環境交付金交付等要綱のとおり行う。  



３ その他環境交付金の実施に必要な事項  
 

第４ その他  

環境交付金に係る推進事業を実施するに当たっては、北海道と北海道農

政事務所は相互に連携して効率的に行われるよう努めるものとする。  



（別紙４）  

推進組織推進事業を行うための要件等  
 

 

推進組織が推進組織推進事業を行うための要件は、以下のとおりとする。 
 

第１ 規約等の要件  

推進組織は、次に掲げる要件を満たすものとする。  

１ 代表者が定められていること。  

２ 推進交付金に関する事務手続を適正かつ効率的に行うため、推進組織の

意思決定の方法、事務及び会計の処理方法及びその責任者並びに財産管理

の方法、公印の管理及び使用の方法及びその責任者、内部監査の方法等を

明確にした推進組織の運営等に係る規約（以下「推進組織規約」という。）

その他の規程が定められていること。  

３ 都道府県知事が策定する多面交付金実施要綱第３の２の(1)に定める基

本方針において、推進交付金の事業実施主体として位置付けられているこ

と。  
 

第２ 設置手続  

１ 推進組織を設置しようとする者は、次に掲げる推進組織規約その他規程

を定めるとともに、推進組織の事業計画を作成し、会員となる予定の者で

構成する設立総会を招集し、その議決を得るものとする。  

(1) 推進組織規約  

(2) 事務処理規程  

(3) 会計処理規程  

(4) 文書取扱規程  

(5) 公印取扱規程  

(6) 内部監査実施規程  

２ １の議決により、推進組織の長となった者（以下「推進組織の長」とい

う。）は、推進交付金に係る事業を実施しようとするときは、当該推進組

織が事務所を置く都道府県知事に会員名簿、推進組織規約その他の規程及

び事業計画書を添えて、第１及び多面交付金要綱別紙４の第２の要件を満

たすことについて承認を申請しなければならない。  

３ 都道府県知事は、２の申請の内容を審査し、第１及び多面交付金要綱別

紙４の第２の要件を満たすものであると認められる場合には、これを承認

し、その旨を推進組織の長に通知しなければならない。  
 



第３ 規約変更手続等  

  １ 推進組織の長は、第２の１の推進組織規約その他の規程を変更したとき

には、速やかに都道府県知事に届け出なければならない。  

  ２ 都道府県知事は、推進組織が第１及び多面交付金要綱別紙４の第２の要

件を欠いたと認められる場合又は推進交付金の執行に当たって不正を行

い、これを是正する措置を執らなかったと認められる場合は、第２の３

の承認を取り消すことができるものとする。また、第２の３の承認を取

り消したときは、承認を取り消した理由を書面により推進組織の長に通

知しなければならない。  
 

第４ 証拠書類の保管等  

都道府県知事は、必要に応じて、推進交付金に係る推進組織の経理内容

を調査し、当該助成の交付申請の基礎となった関係書類等の閲覧を求める

ものとする。  
 

第５ 個人情報の適切な管理  

推進組織は、推進交付金に係る事業の実施に際して得た個人情報につい

て、適切に取り扱う必要がある。  
 

第６ 事務の委託  

推進組織は、推進交付金に係る事務の一部を推進組織規約その他の規程

に定めるところにより、当該推進組織以外の者に委託することができる。 
 

第７ 報告  

推進組織の長は、毎年度、前年度の推進組織の業務内容を記載した年度

事業報告書及び当該年度の推進組織の業務内容を記載した年度事業計画

書を都道府県知事に提出するものとする。  



別記様式第1号（第７関係）

３．交付金交付申請額
金 円

金 円

金 円
４．事業の目的及び内容

５．添付書類
書類名 提出方法

要綱第５第２項に定める
日本型直接支払推進交
付金都道府県推進事業
実施計画書

日本型直接支払推進交
付金都道府県推進事業
実施計画書の内容に変
更があるときは、変更後
の日本型直接支払推進
交付金都道府県推進事
業実施計画書

２．申請先

URL

添付書類のとおり

　〇〇年度において、下記のとおり事業を実施したいので、日本型直接支払推進交付金交付等要綱（令和４年４月１日付け３農振第3021号農
林水産事務次官依命通知）第７の規定に基づき、下記の通り金〇〇〇円の交付を申請する。

(1)多面的機能支払交付金に係る推進事業

(2)中山間地域等直接支払交付金に係る推進事業

(3)環境保全型農業直接支払交付金に係る推進事業

〇〇年度　日本型直接支払推進交付金交付申請書

文書番号（記載任意）
申請日

１．申請者



別記様式第2号（第12 関係）

金 円

金 円

金 円

書類名 提出方法

要綱第５第２項に定め
る日本型直接支払推進
交付金都道府県推進事
業実施計画書

URL

添付書類のとおり

文書番号（記載任意）
申請日

〇〇年度　日本型直接支払推進交付金変更等承認申請書

１．申請者

２．申請先

３．交付金交付申請額

４．事業の目的及び内容

５．添付書類

　○○年○月○日付け○○第○○号をもって交付金の交付決定通知のあった事業について、下記のとおり【変更／中止／廃止】し
〔、金〇〇〇円の追加交付（減額承認）を受け〕たいので、日本型直接支払推進交付金交付等要綱（令和４年４月１日付け３農振第3021号農
林水産事務次官依命通知）第12の規定に基づき申請する。

(1)多面的機能支払交付金に係る推進事業

(2)中山間地域等直接支払交付金に係る推進事業

(3)環境保全型農業直接支払交付金に係る推進事業



別記様式第3号（第14関係）

遂行状況報告先
官署支出官
申請者

１．請求金額
金 円

金 円

金 円

金 円

２．請求金額の内訳

金額（円）
○月○日まで
予定出来高

（％）

１　多面的機能支払交付金に係
る推進事業

　（１）都道府県推進事業

　（２）市町村推進事業

　（３）推進組織推進事業

２　中山間地域等直接支払交付
金に係る推進事業

　（１）都道府県推進事業

　（２）市町村推進事業

　（３）推進組織推進事業

３　環境保全型農業直接支払交
付金に係る推進事業

　（１）都道府県推進事業

　（２）市町村推進事業

　（３）推進組織推進事業

文書番号（記載任意）

区分

今回請求額③

(2)中山間地域等直接支払交付金に係る推進事業

(3)環境保全型農業直接支払交付金に係る推進事業

計

交付決定額
①（円）

既受領額
②（円）

申請日

(1)多面的機能支払交付金に係る推進事業

○○年度　日本型直接支払推進交付金概算払請求書

　　○○年○月○日付け○○第○○号をもって交付金の交付決定通知のあった事業について、日本型直接支払推進
交付金交付等要綱（令和４年４月１日付け３農振第3021号農林水産事務次官依命通知）第14の規定により、概算払の
請求をしたいので、下記により金○○○円を概算払によって交付されたく請求する。
　〔また、併せて、○○年○○月○○日現在における遂行状況を下記のとおり報告する。〕

備考
残高

①-（②+③）



事業費
（円）

出来高比率
（％）

事業費
（円）

事業完了
予定年月日

１　多面的機能支払交付金に係
る推進事業

　（１）都道府県推進事業

　（２）市町村推進事業

　（３）推進組織推進事業

２　中山間地域等直接支払交付
金に係る推進事業

　（１）都道府県推進事業

　（２）市町村推進事業

　（３）推進組織推進事業

３　環境保全型農業直接支払交
付金に係る推進事業

　（１）都道府県推進事業

　（２）市町村推進事業

　（３）推進組織推進事業

４．事業の完了予定

３．事業遂行状況
事業の遂行状況

○年○月○日以降に
実施するもの

区分
総事業費

（円）
備考

○年○月○日までに
完了したもの



別記様式第4号（第15関係）

１．申請者

２．申請先

３．交付事業が【予定の期間内に完了しない／遂行が困難となった】理由

事業費
（円）

出来高比率
（％）

事業費
（円）

事業完了
予定年月日

文書番号（記載任意）
申請日

○○年度　日本型直接支払推進交付金遅延届出書

　　○○年○月○日付け○○第○○号をもって交付金の交付決定通知のあった事業について、下記の理由により【予
定の期間内に完了しない／遂行が困難となった】ため、日本型直接支払推進交付金交付等要綱（令和４年４月１日付
け３農振第3021号農林水産事務次官依命通知）第15の規定に基づき届け出る。

４．交付事業の遂行状況

区分
総事業費

（円）

事業の遂行状況

備考

○年○月○日までに
完了したもの

○年○月○日以降に
実施するもの



別記様式第5号（第16関係）

１．申請者

２．申請先

事業費
（円）

出来高比率
（％）

事業費
（円）

事業完了
予定年月日

１　多面的機能支払交付金に係
る推進事業

　（１）都道府県推進事業

　（２）市町村推進事業

　（３）推進組織推進事業

２　中山間地域等直接支払交付
金に係る推進事業

　（１）都道府県推進事業

　（２）市町村推進事業

　（３）推進組織推進事業

３　環境保全型農業直接支払交
付金に係る推進事業

　（１）都道府県推進事業

　（２）市町村推進事業

　（３）推進組織推進事業

文書番号（記載任意）
申請日

○○年度　日本型直接支払推進交付金事業遂行状況報告書

　　○○年○月○日付け○○第○○号をもって交付金の交付決定通知のあった事業について、日本型直接支払推進
交付金交付等要綱（令和４年４月１日付け３農振第3021号農林水産事務次官依命通知）第16の規定により、その遂行
状況を下記のとおり報告する。

３．事業遂行状況

区分
総事業費

（円）

事業の遂行状況

備考

○年○月○日までに
完了したもの

○年○月○日以降に
実施するもの



別記様式第６号（第17第１項関係）　 文書番号（記載任意）

金 円

金 円

金 円

書類名 提出方法

要綱第５第２項に定め
る日本型直接支払推
進交付金都道府県推
進事業実施計画書

帳簿等の写し又は交
付金調書の写し

３．交付金実績額

○○年度　日本型直接支払推進交付金実績報告書

　令和○○年○月○日付け○○第○○号をもって交付金の交付決定通知のあった事業について、交付決定通知の内容に従い下記のとおり事業を実施
したので、日本型直接支払推進交付金交付等要綱（令和４年４月１日付け３農振第3021号農林水産事務次官依命通知）第17条第1項の規定により、その
実績を報告する。
〔また、併せて精算額として日本型直接支払推進交付金○○○円の交付を請求する。〕

申請日

１．申請者

２．申請先

(1)多面的機能支払交付金に係る推進事業

URL

(2)中山間地域等直接支払交付金に係る推進事業

(3)環境保全型農業直接支払交付金に係る推進事業

４．添付書類



別記様式第7号（第17第2項関係）

１．申請者

２．申請先

交付事業に要
する経費（A）
（円）

国庫交付金
（円）

（A）のうち年度
内支出済額

（円）

概算払受入済
額（円）

（A）のうち未支
出額（円）

翌年度繰越額
（円）

合計

文書番号（記載任意）

申請日

翌年度繰越分

交付決定の内容

区分

年度内実績 翌年度実施

○○年度　日本型直接支払推進交付金年度終了実績報告書

３．交付事業の実施状況

　○○○○

　○○○○

　○○○○

完了予定
年月日

　　○○年○月○日付け○○第○○号をもって交付金の交付決定通知のあった事業について、日本型直接支払推進交付金交付等要綱
（令和４年４月１日付け３農振第3021号農林水産事務次官依命通知）第17第2項の規定により、実績を下記のとおり報告する。

年度内完了分



別記様式第8号（第17第４項関係） 文書番号（記載任意）

申請日

１．申請者

２．申請先

１．報告

１　適正化法第15条の交付金の額
の確定額（○○年○月○日付け○
○第○○号による額の確定通知
額）

円

２　交付金の額の確定時に減額した
消費税仕入控除税額

円

３　消費税及び地方消費税の申告
により確定した消費税仕入控除税
額

円

４　交付金返還相当額（３－２） 円

５　当該交付金に係る消費税仕入
控除税額が【明らかにならない／な
い】場合、その理由を記載

２．添付書類
書類名 提出方法 ＵＲＬ

○○年度　日本型直接支払推進交付金消費税仕入控除税額報告書

　　○○年○月○日付け○○第○○号をもって交付金の交付決定通知のあった日本型直接支払推進交付金について、
日本型直接支払推進交付金交付等要綱（令和４年４月１日付け３農振第3021号農林水産事務次官依命通知）第17第4
項の規定に基づき、下記のとおり報告する。



別記様式第9号（第24関係）

地区 年度 農林水産省所管日本型直接支払推進交付金

国庫交付金 都道府県費 市町村費 その他

計 0 0 0 0 0

計 0 0 0 0 0

合　計 0 0 0 0 0

事業実施地区

財産管理台帳

都道府県（事業主体）名
事業実施年度 事業名

摘要
事業種目

事業実施
主体

工種構造
施設区分

施工箇所
又は

設置場所
事業量

着工
年月日

処分制限
年月日

経費の配分（円）

総事業費
負担区分

耐用年数

処分制限期間

承認年月日
処分の
内容

竣工
年月日

事業区分

事業の内容 工期 処分の状況



別記様式第10号（第25関係）

交付事業名
交付決定の

額
（円）

交付率
（％）

科目
予算現額

（円）
収入済額

（円）
科目

予算現額
（円）

うち国庫交
付金相当額

（円）

支出済額
（円）

支出済額の
うち国交付
金相当額

（円）

翌年度
繰越額
（円）

翌年度
繰越額
のうち

国庫交付金
相当額
（円）

　○○費

　○○費

　その他

国
○○【県／市／町／村】

備考

歳入 歳出

○○年度　農林水産省所管　日本型直接支払推進交付金調書



別記様式第11号（第27関係）

申請先
（間接交付対象事業者）
氏名又は名称
代表者（法人・団体の場合）

住所又は主たる事務所
法人番号

申立の内容

　当社は、貴殿発注の【工事請負／物品・役務】契約の競争参加又は申込みに当
たって、当該契約の履行地域において、現在、農林水産省の機関から【工事請負
／物品・役務】契約に係る指名停止の措置等を受けていないことを申し立てます。
　また、この申立てが虚偽であることにより当方が不利益を被ることとなっても、異
議は一切申し立てません。

文書番号（記載任意）

申請日

契約に係る指名停止等に関する申立書


